別表第4(第10条関係)
選考により採用する職
医師
准看護師

薬剤師
診療放射線技師

臨床検査技師
助産師

理学療法士
保健師

管理栄養士
保育士

栄養士
学芸員

看護師
司書

地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をもって充てる職(技能労務職)


